
製造業における労働災害が増加しています！

令和８年第１四半期（１月～３月）における製造業の労働
災害（休業４日以上の災害）が対前年比で２５０％増加して
います。

・業種では食料品製造業において多く発生
（製造業全体の死傷者数１４人中、食料品製造業は７人）

・事故の型別では以下の災害が増加

転倒 ５人（うち、滑りが４人）

はさまれ・巻き込まれ ５人
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製造業における労働災害の発生状況（R1~R８の各第1四半期)

令和８年における製造業の業種別労働災害発生状況
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はさまれ・巻き込まれ災害

「転倒」、「はさまれ・巻き込まれ」による災害は令和元年以降、
最多となっています

○転倒

発生月 業種 発生状況の概要

1月 窯業・土石製品製造業
作業前に屋外の通路で建物へ歩いて向かう途中、凍結した路面で
足を滑らせて転倒した。

1月 食料品製造業
駐車場から工場に移動中、路面が凍結しており、足を滑らせて転
倒した。

2月 輸送用機械器具製造業
敷地内の廃段ボール置き場に両手で段ボールを持って移動中、夕
方の薄暗い時間で凍結していた路面が見えにくく、足を滑らせて転
倒した。

3月 食料品製造業
漬物加工作業場において、手を洗うために水道に向かった際、床が
濡れて滑りやすくなっており、足を滑らせて転倒した。

3月 木材・木製品製造業
工場内でフォークリフトにポリタンク（約18ｋｇ）で軽油を給油中、
バランスを崩して左ひざを捻って転倒した。

○はさまれ・巻き込まれ

発生月 業種 発生状況の概要

1月 一般機械器具製造業

工場通用口で、一人で鉄の切粉が入っているバケットを屋外へ搬
出するため、間口が少々狭い通用口を通過しようとしたとき、切粉
バケットの取っ手を両手で握って、勢いよくバケットを引いたところ、通
用口の縁に左手親指をぶつけた。

1月 食料品製造業
工場内にて、自動包装機で印字を行っていた際、誤投入された袋
を取り除こうとし、アームに親指の付け根を挟まれた。

2月 食料品製造業
工場内で、ホッパー壁面のあんこをホッパー下部の計量シリンダーに
押し込んでいた際に、指がシリンダー内にある状態でシリンダーを動
かし、右手人差指を挟まれた。

2月 繊維・繊維製品製造業
工場内で鉄製の蓋（重さ約２０ｋｇ）を閉鎖する作業をしてい
た際、バランスを崩して急に閉鎖し左手薬指を挟んだ。

3月 食料品製造業
餅菓子がトレーに自動に入りいっぱいになった時点でトレーを受け取
り別の場所のラックにに差し込む作業を行っているときに、トレーを自
動で動かす為のチェーンとギアの部分に右親指先端が巻き込まれた。

災害事例（転倒、はさまれ・巻き込まれによるもの）



「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

50歳以上を中心に、転倒による骨折等 の労働災害が増加し続けています。
転倒災害は不注意によるものとされるなど防止対策が軽視されがちですが、原因をよく分析
し、それに基づいた対策を講じれば転倒のリスクを低減することは可能です。

転倒災害の防止について

➢ 中央労働災害防止協会が実施している中小規模事業場安全衛生サポート事業
では、無料で専門家を事業場等に派遣して安全衛生面でのチェックを行っています。

➢ 長野産業保健総合支援センターでは、転倒災害・腰痛災害対策に取り組む事業
場に対して、理学療法士等が無料で職場に訪問し支援を行っています。

無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます

中央労働災害
防止協会

長野産業保健総
合支援センター



はさまれ・巻き込まれ災害の防止について
はさまれ・巻き込まれ災害は動力機械、運搬機械などの機械設備によるものが多く発生し
ており、発生状況を見ると、機械の清掃やトラブル発生時などの非定常作業時に発生してい
るものが多くなっています。

①本質安全化の原則 危険源を除去または人に危害を与えない程度にすること

②人との隔離の原則 人と機械の危険源が接近、接触できないようにすること

③機械の停止の原則 接触前に機械の危険源を停止することで危険源でなくすること

（例）機械への加工物の供給、取出し、加工等の作業の自動化する

（例）カバー、柵、囲いなどで機械の可動範囲に身体の一部が入らないようにする

（例）不具合時の確認や清掃などは機械を停止する

機械の可動範囲に身体が入れば機械を停止するインターロックを設ける

チェック項目（一般共通事項）

１
回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどに覆い、囲い等を設け、有効に 保持され
ていますか

☐

２
上記のほか、安全カバーや安全装置は常に、有効な状態に保持されていま
すか

☐

３
非常の場合に直ちに運転を停止することができるよう、非常停止装置、急停
止装置を設けていますか

☐

４ 共同で機械作業を行うときは、合図を定めて合図者が合図を行っていますか ☐

５
頭髪や被服が機械に巻き込まれるおそれのない作業服装で作業をさせてい
ますか

☐

６ 機械の取扱い、安全衛生上の注意事項について教育を実施していますか ☐

７ 労働者の危険認識を高めるためのＫＹ活動等を実施していますか ☐

チェック項目（非定常作業時）

１
機械の清掃、点検、修理等を行うときは機械を完全に（惰性運動が終わる
まで）停止させていますか

☐

２
機械の清掃、点検、修理等行うときは操作盤等に運転を禁止する表示を
行っていますか

☐

３ 機械トラブル等の非定常作業に係る対応方法を定めていますか
☐

✅はさまれ・巻き込まれ災害防止のためのチェックリスト

機械の災害防止３原則

機械設備による労働災害防止のため、３原則を徹底・推進しましょう！

このパンフレットについてのお問い合わせは：飯田労働基準監督署 ℡0265‐22‐2635
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